
様式第１（第６条関係） 

  年  月  日 

 

岩 倉 市 長 殿  

 

               法人の所在地  

               法人の名称  

               代表者職氏名              

 

 

岩倉市重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業費補助金  

交付申請書  

愛 知 県 知 事 

 このことについて、次のとおり補助金を交付されるよう関係書類を添えて

申請します。  

 

記  

 

 

１  補助金申請額   金          円  

 

  （１）短期入所のみを利用した場合  

単価（円）  利用日数（日）  申請額（円）  

   

  （２）日中活動系サービスを併せて利用した場合   

単価（円）  利用日数（日）  申請額（円）  

   

 

２  添付書類   

岩倉市重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業実績調書  

（様式２）  



様式第２ (第６条関係 ) 

 

岩倉市重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業実績調書  

 

１  利用者別利用状況            事業所名           

 （利用回ごとに記入すること。）  

利用者※  

開始日  終了日  利用日数  

備考  （年月日）  （年月日） 合計  短期入所のみを

利用  

日中活動系サービ

スを併せて利用  

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

※  利用者欄は、同一人物を同一符号（イニシャル、番号等）で記載すること。  

   行は必要に応じ増やすこと。  

２  利用期間別状況  

区分  利用回数  利用日数  

０泊１日    

１泊２日    

２泊３日    

３泊４日    

４泊５日    

５泊６日    

６泊７日    

合計    



様式第３ (第７条関係 ) 

 

                         第      号  

                         年   月   日  

 

          様  

 

岩倉市長        印  

 

 

岩倉市重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業費補助金  

交付決定 (却下 )通知書  

 

   年   月   日付けで申請のありましたこのことについて、岩倉市重

症心身障がい児・者短期入所利用支援事業費補助金交付要綱第７条の規定に

より、次のとおり通知します。  

 

１  交付決定額    金        円  

 

２  却下理由  

  

  

不服申立て及び取消訴訟  

１  この処分について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌

日から起算して３か月以内に岩倉市長に対し審査請求をすることができま

す。  

２  この処分について不服があるときは、１の審査請求のほか、この処分が

あったことを知った日の翌日から起算して６か月以内に、岩倉市を被告と

して（訴訟において岩倉市を代表する者は、岩倉市長となります。）処分の

取消しの訴えを提起することもできます。ただし、前項の審査請求をした

ときは、その審査請求に対する裁決があったことを知った日の翌日から起

算して６か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することができます。



様式第４ (第８条関係 ) 

 

 

 年   月   日  

 

岩倉市長  殿  

 

法人の所在地  

法人の名称  

代表者職氏名            

 

 

 岩倉市重症心身障がい児・者短期入所利用支援事業費補助金  

交付請求書  

 

    年   月   日付け   第    号で交付決定を受けた補助金に

ついて、次のとおり請求します。  

 

１  請求金額    金          円  

２  振  込  先  

(1) 金融機関名  支店名   

(2) 科   目     普通  ・  当座  

(3) 口座番号  

(4) 口座名義人  

 

 

 

 

 

 


